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序　　　　　文

　パキスタン・イスラム共和国（以下、「パ」国）では、2001年の地方分権法の施行により保健

や教育などの行政サービスの実施権限が県政府へ委譲されました。このため、「パ」国は、地方

分権化に即した情報ニーズに対応するための開発調査「保健管理情報システム整備計画調査」を

我が国に要請し、JICAは４州を対象としてこれを実施（2004 ～ 2007）、県保健情報システム（District 
Health Information System:DHIS）の開発と、国家活動計画（National Action Plan: NAP）の策定を支

援しました。

　しかし、NAPの推進役である国家保健情報資源センター（National Health information Resource 
Center: NHIRC）の体制上の問題などにより、DHISの全国普及は遅延しています。このため、パ

キスタン政府は、DHISの普及を促進するために、我が国に対して技術協力プロジェクトを要請

しました。

　この要請に基づき、JICAは 2008年７月にプロジェクト形成調査を実施し、早期事業化のため

の基礎情報の取りまとめを行なうと同時に、NHIRCが上述の諸課題を認識し、自らの能力強化

を通じてNAP推進に向けた取組みを強化したいとする姿勢を有することなど「パ」国政府によ

る本モデルの導入と活用への期待が高いことを改めて確認しました。この結果を受け、2008年

10月に我が国政府にて採択が決定されました。

　今般、JICAは、「パ」国側関係機関・他ドナーとの協議の上、「パ」国側のプロジェクト実施

体制の確認、NAPのうち JICAによる協力可能な活動の再検討・協議、協力内容に係る関係者間

の合意形成を行なうことを目的としてプロジェクト事前評価調査を実施しました。

　ここに本調査に御協力いただいた内外関係機関の方々に深い感謝の意を表するとともに、引き

続き一層の御支援を御願いする次第です。

　平成21年11月

独立行政法人国際協力機構
パキスタン事務所長　　　大竹　智治
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要　　約

　本プロジェクトは、パキスタン・イスラム国（以下、「パ」国）において①開発調査「保健管

理情報システム整備計画調査（2004年１月～ 2007年１月）」で開発した県保健情報システム（District 
Health Information System、DHIS）の全国展開、②データ活用即ち根拠に基づく保健サービス管理

（Evidence-Based Management、EBM）の強化を目標とする。

　そのために、保健省の実施機関である国家保健情報資源センター（National Health Information 
Resource Center、NHIRC）の能力強化を通じて保健省／ NHIRCと州保健局との連携強化、保健省

／ NHIRCによる州保健局、県保健事務所への監理・指導の実施、地方行政体（州保健局及び県

保健事務所）を含む「パ」国政府が最新の保健情報を基に保健行政の政策を決定できるよう保健

省／ NHIRC職員、州マスタートレーナー、県トレーナーに対する研修を実施する。さらに、一

次医療施設において 1992年にUSAID支援により導入された地方分権化に未対応の保健管理情報

システム（Health Management Information System、HMIS）及び既存の国家プログラム（HIV/エイ

ズプログラム、予防接種拡大計画EPIプログラムなど）に導入されている情報システムとDHIS
で重複している指標を廃止し、DHISを全国に対して統一的に導入するための協力（報告様式や

ソフトウェアの入れ替え）を実施する。

（1）協力期間：2009年８月～ 2012年７月（３年間）

（2）協力総額（日本側）：約3.5億円

（3）協力相手先機関：

保健省／国家保健情報資源センター（NHIRC）
（4）関連相手先機関：

北西辺境州保健局及び各県保健事務所（24県）

パンジャブ州保健局及び各県保健事務所（35県）

シンド州保健局及び各県保健事務所（23県）

バロチスタン州保健局及び各県保健事務所（27県）

北部地域（Federally Administered Northern Areas,FANA）保健局及び各県保健事務所（６県）

イスラマバード連邦首都区（Islamabad Capital Territory,ICT）保健局及び各地区保健事務所（５

地区）

連邦直轄部族地域（Federally Administered Tribal Areas,FATA）保健局（７地区）

パキスタン側カシミール地域（Government of Azad Jammu＆Kasimir,AJK）保健局（８県）

（5）国内協力機関：なし

（6）裨益対象者および規模等：

1）直接的な裨益対象者：

保健省／ NHIRC職員研修受講者 約40人

州マスタートレーナー研修受講者 約70人（内訳：各州／地域（８州 /地域）より８～９名）

県トレーナー研修受講者 約900人（内訳：各県／地区（120県／地区）より７～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８名）

2）間接的な裨益対象者：（県トレーナーによるデータ収集研修）

１次医療施設等研修受講者	 約10,000人
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第１章　事前調査の概要

１－１　調査団派遣の経緯

　パキスタン・イスラム共和国（以下、「パ」国）における保健情報システムは、1992年に

USAID支援により保健管理情報システム（Health Management Information System、以下HMIS）が

導入されたが、①Basic Health Unit（BHU）など一次医療機関のみの情報管理ツールであり２次

以上の保健情報が不明であったこと、②地方分権化（2001年）の施行前の中央集権型システム

で保健行政を担う州政府や県政府への情報伝達が不備であったこと、③ 1998年の核実験により

USAIDの支援が中断されたことなどの理由により、運用・活用面で大きな支障が生じていた。

　このことから「パ」国は、地方分権化に即した情報ニーズに対応するための開発調査「保健管

理情報システム整備計画調査」を我が国に要請し、JICAは４州を対象としてこれを実施した（2004

～ 2007）。この開発調査を通じて、①ソフトウェア開発、②国家活動計画（National Action Plan、
NAP）策定、③パイロット４県における試行が行われ、県ごとの集計・分析を通じたニーズに

即した県行政の意思決定を可能にする県保健情報システム（District Health Information System、

DHIS）が開発された。

　開発調査の終了後、実施機関である国家保健情報資源センター（National Health Information 
Resource Center、NHIRC）が主導するNAPの推進により、DHISにかかる①ソフトインストール、

②データ収集分析利用のトレーニング、③教材印刷／配布等の全国展開が計画されていた。しか

し、地方行政体が最新の保健情報を基にした保健行政にかかる政策決定を行なうという当初期待

されていたレベルの活動は低迷している。

　この原因として、NHIRCのリーダーシップ不足によるNAPの進捗管理能力の低さ、地方行政

体との調整不足があげられているが、現状が放置されれば、末端医療機関等において旧保健管理

情報システム（HMIS）とDHISが混在し、データ管理の混乱が拡大するとともに、情報管理者で

あり政策決定者である地方行政体（県行政）が、その意思決定に必要不可欠な保健管理情報を十

分に活用できないという問題が放置されることが懸念される。

　かかる背景のもと、「パ」国政府は、NAPに基づく①DHISの普及、②NHIRCの能力強化、③デー

タに基づく政策決定能力の向上を目的とした技術協力プロジェクト（以下、技プロ）を我が国に

要請した。

　この要請に基づき、2008年７月にプロジェクト形成調査を実施し、早期事業化のための基礎

情報の取りまとめを行なうと同時に、NHIRCが上述の諸課題を認識し、自らの能力強化を通じ

てNAP推進に向けた取組みを強化したいとする姿勢を有すること、他州関係者を含むSteering 
Committeeにおいて全国展開にかかる合意形成がなされていることなど「パ」国政府による本モ

デルの導入と活用への期待が高いことを改めて確認した。この結果を受け、2008年 10月に我が

国政府にて採択が決定された。

　技プロ開始に先立ち、Project Design Matrix（PDM）の精緻化および「パ」国側関係機関とのプ

ロジェクト内容にかかる合意形成を行なうため本調査を実施した。

１－２　調査団派遣の目的

　本調査においては、パ国側関係機関・他ドナーとの協議の上、①パ国側のプロジェクト実施

体制等の確認、②NAPのうち JICAによる協力可能な活動の再検討・協議、PDM（案）・PO（案）
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の精緻化を行い、協力内容（PDM、PO、M/M又はR/D）に係る関係者間の合意形成を行なう。

具体的には、以下の点について調査・協議を行う。

①「パ」国側のプロジェクト実施体制／手続き

・組織体制の確認

・予算措置／配分の確認

・先方負担事項の確認

・人員配置の確認

・プロジェクト実施手続き等の確認

・連邦保健省・州保健局・他ドナーとの連携メカニズムの確認

②プロジェクト設計（PDM/POの精緻化）

・JICAの協力可能な活動の再検討・協議

・ PDM（案）・PO（案）の精緻化（協力範囲、協力期間、実施時期、期待される成果と活動、指標、

投入計画、外部条件等）

・プロジェクト実施経費の積算

・プロジェクト協力内容に係る関係者間の合意形成

・ M/M又はR/Dの作成・署名

・必要に応じてプロジェクト５項目評価（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）

の観点によるプロジェクト概要の検証

・事業事前評価表（案）の作成

１－３　調査日程

　別添１参照

１－４　調査団員

氏名 担当分野 役職 期間

清水勉 団長 JICA パキスタン事務所　次長 2009/ １/12－１/23

相賀裕嗣
保健情報

システム

JICA 人間開発部　人間開発部課題アドバイザー　

国際協力専門員
2009/ １/16－１/23

前川正治 協力企画 JICA パキスタン事務所　企画調査員 2009/ １/12－１/23
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１－５　主要面談者

Economic Affairs Division, Government of Pakistan
Mr.Zafar Hasan Reza Joint Secretary（ADB/Japan）
Mr.Ghulam Muhammad Mahar Deputy Secretary（ADB/Japan）
Mr.Mazhar Iqbal Section Officer（ADB/Japan）

Ministry of Health, Government of Pakistan
Mr.K.M.Siddiq Akbar Additional Secretary
Prof.Iftikhar Ahmed Khan Executive Director, NHIRC
Dr.Hasan Urooj Deputy Director , NHIRC
Mr.Ali Akbar Deputy Director（LF ＆ A）, NHIRC
Mr.Ashfaq Ahmad Assistant Director/Data Analyst, NHIRC

Health Department, Govt.of Punjab
Mr.Jawwad Rafique Malik Special Secretary Health Department
Dr.Mubashar A. Malik Director of DHIS, Dtirectorate General Health Services

Health Department, Govt.of Sindh 
Mr.Muhammad Hussain Syed Secretary Health
Dr.Srichand Ochani Additional Secretary（Dev.）
Dr.Masood Ahmed Solangi Director General Health
Dr.Muhammad Ali Leghari Provincial HMIS Coordinator

Health Department, Govt.of NWFP
Dr.Sajid Shaheen Director General Health
Dr.Mohammad Zaheen Deputy Director Public Health
Dr.Ikramullah Provincial HMIS Coordinator

Health Department, Govt.of Balochistan
Mr.Qayyum Nazar Changezi Secretary Health
Dr.Amanullah Director General Health
Dr.Farooq Azam Jan Provincial HMIS Coordinator

German Technical Cooperation（GTZ）
Ms.Alexandra Plueschke Technical Advisor
Dr.Paul Ruckert Programme Manager,GTZ Health Programme
Dr. Imran Durrani Senior Technical Advisor
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第２章「パ」国政府のプロジェクト実施体制

２－１　組織体制

（1）保健省／ NHIRC
　DHIS の実施責任機関である NHIRC は、保健情報システムを統括する中心拠点として、連邦

保健省の下に 2004 年に設立された。

　現在（2009 年 11 月）、NHIRC は、「国立保健情報資源センターを通じたパキスタンにおけ

る保健情報システムの強化（Strengthening Health Information System in Pakistan through National 
Health Information Resource Center（NHIRC））」プロジェクトのための連邦保健省次官直下の暫

定組織である。同プロジェクトは 2009 年６月に終了し、その後、NHIRC は、保健省の恒常的

な付属機関となる予定であったが、保健省は、PC- １を 20010 年６月までの１年間延長するこ

とを決定した。

（2）州保健局

　保健情報システム（Health Management Information System、HIS）に関わる業務は、旧システ

ムの保健管理情報システム（Health Management Information System, HMIS）のために作られた組

織である HMIS 課が行っている。パンジャブ州は、DHIS の導入が進んでいるため、同組織を

DHIS/HMIS 課と呼んでいる。

２－２　人員配置

（1）保健省／ NHIRC
　NHIRC 部局内の各課に対する適切な人員配置はなされておらず、５名（行政官等）のみの

構成となっており、2009 年６月までに予算計画書（以下、PC- １）で計画されている 70 名の

職員を採用する予定であったが、その実施には至っていない。

　

（2）シンド州

　保健局内 HMIS 課に HMIS コーディネーター、コンピューターオペレーター、アシスタント

の３名が配置されている。

（3）北西辺境州

　保健局内 HMIS 課に HMIS コーディネーター、コンピューターオペレーター、アシスタント

の３名が配置されている。同課では、新たに技術系を含む 14 名の新規職員の採用を予定して

いる。

　

（4）バロチスタン州

　保健局内 HMIS 課に HMIS コーディネーター、HMIS 副コーディネーター、コンピューター

オペレーター、アシスタントを含む 11 名が配置されている。

（5）パンジャブ州

　保健局内 DHIS/HMIS 課に HMIS/DHIS コーディネーター、コンピュータープログラムオフィ
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サー、コンピューターオペレーター、他３名を含む８名が配置されている。

２－３　予算措置

（1）保健省／ NHIRC
　PC- １で承認されている Rs.290million のうち Rs.75million 配分済。今後、新規職員採用のた

めの予算として未配分（Rs.215million）の利用を申請・執行する計画である。

（2）シンド州

　DHIS 普及に係る PC- １（３年間・総額約 Rs.130 million）の承認は、2008-2009 年の年次開

発計画（Annual Development Plan:ADP）にて見送られ、現在（2009 年 11 月）、同州計画局にて

ADP（2009-2010）の審議中である。

（3）北西辺境州

　DHIS 普及に係る PC- １（３年間・総額約 Rs.91million）が承認済みであり、ADP（2008-2009）
にて承認された予算にて同州内 12 県に対し、DHIS の普及活動を実施。今後、ADP（2009-2010）
にもう 12 県に対する活動予算を申請する予定である。

　

（4）バロチスタン州

　DHIS 普及に係る PC- １（３年間・総額約 Rs.68million）が承認済みであるが、ADP（2008-2009）
の予算配分に至っていない。今後、ADP（2009-2010）の予算配分に向け尽力したいとの意向。

　

（5）パンジャブ州

　DHIS 普及のための PC- １（４年間・総額約 Rs.195million）が承認済み。2007-2008 年に

Rs.13million、2008-2009 年に Rs.23million が配分済みである。
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第３章プロジェクトの基本計画

３－１　協力概要

（1）プロジェクト概要

　本プロジェクトは、「パ」国において①開発調査「保健管理情報システム整備計画調査（2004

年１月～ 2007 年１月）」で開発した DHIS の全国展開、②データ活用即ち根拠に基づく保健サー

ビス管理（Evidence-Based Management、EBM）の強化を目標とする。

　そのために、保健省の実施機関である NHIRC の能力強化を通じて保健省／ NHIRC と州保

健局との連携強化、保健省／ NHIRC による州 1 保健局、県 2 保健事務所への監理・指導の実施、

地方行政体（州保健局及び県保健事務所）を含む「パ」国政府が最新の保健情報を基に保健行

政の政策を決定できるよう保健省／ NHIRC 職員、州マスタートレーナー、県トレーナーに対

する研修を実施する。さらに、一次医療施設において 1992 年に USAID 支援により導入された

地方分権化に未対応の HMIS 及び既存の国家プログラム（HIV/ エイズプログラム、予防接種

拡大計画 EPI プログラムなど）に導入されている情報システムと DHIS で重複している指標を

廃止し、DHIS を全国に対して統一的に導入するための協力（報告様式やソフトウェアの入れ

替え）を実施する。

（2）協力期間：2009 年８月～ 2012 年７月（３年間）

（3）協力総額（日本側）：約 3.5 億円

（4）協力相手先機関：

保健省／国家保健情報資源センター（NHIRC）
（5）関連相手先機関：

北西辺境州保健局及び各県保健事務所（24 県）

パンジャブ州保健局及び各県保健事務所（35 県）

シンド州保健局及び各県保健事務所（23 県）

バロチスタン州保健局及び各県保健事務所（27 県）

北部地域（Federally Administered Northern Areas,FANA）保健局 3 及び各県保健事務所（６県）

イスラマバード連邦首都区（Islamabad Capital Territory,ICT）保健局及び各地区保健事務所（５

地区）

連邦直轄部族地域（Federally Administered Tribal Areas,FATA）保健局（７地区）

パキスタン側カシミール地域（Government of Azad Jammu ＆ Kasimir,AJK）保健局（８県）

（6）国内協力機関：なし

（7）裨益対象者および規模等：

①  直接的な裨益対象者：

保健省／ NHIRC 職員研修受講者 約 40 人

州マスタートレーナー研修受講者 約 70 人（内訳：各州／地域（８州 / 地域）より８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～９名）

県トレーナー研修受講者 約 900 人（内訳：各県／地区（120 県／地区）より

1　地域（連邦直轄部族地域、パキスタン側カシミールの地域、北部地域、イスラマバード連邦首都区）を含む

2　地区（連邦直轄部族地域及びイスラマバード連邦首都区内）も含む

3　他国援助機関との役割分担と連携の観点から FATA および AJK に対しては、州保健局の州マスタートレーナーに対する研修お

よび監理・指導のみを実施する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ７～８名）

②  間接的な裨益対象者：（県トレーナーによるデータ収集研修）

１次医療施設等研修受講者 約 10,000 人

３－２　協力の枠組み

３－２－１　上位目標

　パキスタンにおいて DHIS を通じて根拠に基づく国家保健政策／戦略が策定される。

　　（指標・目標値）

・DHIS 月間・年間報告様式が継続的にパキスタンのすべての保健施設にて使用される

・DHIS ソフトウェアが継続的にすべての県保健事務所にて使用および維持管理される。

・国家保健政策／戦略の少なくとも１つの項目に DHIS が反映される。

３－２－２　プロジェクト目標

　パキスタンおいて DHIS を通じて根拠に基づいた定型業務及び予算計画立案が実践される。

　（指標・目標値）

・公的な一次医療施設・二次医療施設において月例・年間報告様式が DHIS に統一される。4

・県保健事務所においてソフトウェアが DHIS に統一される。

・州／地域の各保健局において母子保健、医薬品提供などの保健サービスのうち、少なくとも

１つの予算計画が DHIS に基づいて策定される。

・県保健事務所において少なくとも１つの保健サービスの定型業務が DHIS に基づいて策定さ

れる。

３－２－３　成果（アウトプット）と活動

【成果１】： DHIS の全国展開戦略が策定され国家保健情報システム運営委員会において承認され

る。

（活動）1-1.　既存データ及びベースライン調査を実施して DHIS 推進の現状分析及び指標目標

値／項目の設定 5 を行なう。

1-2.　DHIS にかかる NAP の再検討及び改訂を行なう。

1-3.　国家レベルの DHIS の全国展開のための実施計画を策定する。

1-4.　州レベルの DHIS の全国展開のための実施計画を策定する。

1-5.　国家保健情報システム運営委員会において DHIS の全国展開戦略（①改訂版 NAP、
②実施計画書（国家レベル）、③実施計画書（州レベル））が承認される。

（指標・目標値）

1-1.　DHIS の全国展開戦略が国家保健情報システム運営委員会において承認される。

【成果２】：保健省／ NHIRC・州保健局・県保健事務所の関係職員が DHIS 推進のための研修を

保健省／ NHIRC および州保健局にて受講する。

4　活動 1-1において 2009年 12月までに具体的数値／項目を決定

5　2009年 12月までに具体的数値／項目を決定
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（活動）2-1.　DHIS の全国展開戦略に基づき保健省／ NHIRC・州保健局・県保健事務所に対す

るデータ収集、データ入力・集計・分析、データ利用、DHIS のための監理・指

導に関する研修計画を開発する。

2-2.　既存の研修マニュアルを利用しやすくするための再検討及び改訂を行う。

2-3.　研修計画に基づきデータ収集に関する研修を実施する。

2-4.　研修計画に基づきデータ入力・集計・分析に関する研修を実施する。

2-5.　研修計画に基づきデータ利用に関する研修を実施する。

2-6.　研修計画に基づき DHIS 推進のための監理・指導に関する研修を実施する。

（指標・目標値）

2-1.　県トレーナー（約 900 名）に対し、①データ収集、②データ入力・集計・分析、③デー

タ利用及び④他の課題に関する研修が実施される。

2-2.　州マスタートレーナー（約 70 名）に対し、①データ入力・集計・分析、②データ利用、

③他の課題に関する研修が実施される。

2-3.　保健省／ NHIRC トレーナー（約 40 名）に対し、①データ入力・集計・分析、②デー

タ利用、③他の課題に関する研修が実施される。

【成果３】：公的な一次医療施設・二次医療施設から県保健事務所へ DHIS のデータが完全 6、正

確 7 かつ適時 8 に収集される。

（活動）3-1.　DHIS の月例・年間報告様式を公的な一次医療施設・二次医療施設に配布する。

3-2.　州保健局が巡回の際、県保健事務所に対し、公的な一次医療施設・二次医療施設

が①完全、②正確、③適時にデータ収集を行なえるよう監理・指導するための支

援を行なう。

3-3.　保健省／ NHIRC が巡回の際、州保健局に対し、県保健事務所が①完全、②正確、

③適時にデータ収集を行えるよう監理・指導するための支援を行なう。

（指標・目標値）

3-1.　公的な一次医療施設・二次医療施設が統一された様式を用いて、６ヶ月間継続し

て適時に DHIS 報告書を提出する。

【成果４】：県保健事務所が収集データを DHIS ソフトウェアに入力、集計、分析し、その結果

が保健省／ NHIRC 及び州保健局レベルで集計分析される。

（活動）4-1.　県保健事務所・州保健局・保健省／ NHIRC にて DHIS のソフトウェアをインストー

ルする。

4-2.　保健省／ NHIRC が巡回の際、州保健局に対し、県保健事務所が①データ入力、②

データ集計、③データ分析が行えるよう監理・指導するための支援を行なう。

4-3.　日本人専門家が保健省／ NHIRC に対し、州保健局が①データ入力、②データ集計、

③データ分析が行えるよう監理・指導するための支援を行なう。

6　報告様式内の全ての項目が記入されていること

7　登録簿から報告様式へ正確に記入されていること

8　データが期限までに提出されているということ
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（指標・目標値）

4-1.　県保健事務所で DHIS の二種以上の項目に関する図表が作成され、利用可能にな

る。

4-2.　州保健局で DHIS の二種以上の項目に関する図表が作成され、利用可能になる。

【成果５】：県保健事務所及び州保健局において DHIS の分析結果を利用した根拠に基づく資源

分配（医療従事者、医薬品など）及び予算配分のための項目が同定され、活用される。

（活動）5-1.　保健省／ NHIRC が巡回の際、州保健局に対し、県保健事務所が DHIS 月例報告書

の結果を利用した①資源分配の調整、②定期的フィードバックをするための支援

を行う。

5-2.　日本人専門家が保健省／ NHIRC に対し、州保健局が DHIS 年間報告書を利用した

①年間予算準備、②定期的フィードバックを行うための支援を行う。

（指標・目標値）

5-1.　県保健事務所にて根拠に基づく資源分配のための項目リストが同定され、利用可

能となる。

5-2.　州保健局にて根拠に基づく予算計画のための項目リストが同定され、利用可能と

なる。

【成果６】：保健省関連機関及び他国援助機関との間で DHIS 推進にかかる調整が適切に行なわ

れる。

（活動）6-1.　保健省／ NHIRC を通じて一次医療施設・県・州間の連携強化、再構築又は、調整

を行う。

6-2.　連邦レベルにおいて国家保健情報システム運営委員会を開催する。

6-3.　州レベルにおいて県間の保健情報システム運営委員会を開催する。

6-4.　保健省国家プログラム責任部署に対し、既存の国家プログラムの情報システムと

DHIS で重複している指標を廃止し、DHIS へ統一するよう働きかける。

6-5.　他国援助機関との協働により他国援助機関のプロジェクトにおいて DHIS を導入

するよう働きかける。

（指標・目標値）

6-1. 保健省関連機関及び他国援助機関との間で定期的な会合が開催される。

6-2. 保健医療施設にてデータ収集される保健情報システム 9 の数が増えない。

３－２－４　投入（インプット）

　ア . 日本側（総額　約 3.5 億円）

・ 専門家（総括 30MM、副総括９MM、研修計画及びデータ収集 15MM、データ分析７MM、デー

タ利用７MM）

・ソフトウェア維持・管理費（２年分）

・報告様式入れ替えに伴う費用

・ソフトウェア入れ替えに伴う費用

9　保健情報システムには、保健医療施設にてデータ収集するもの（施設ベース）と世帯調査等を通じてデータ収集するもの（人口

ベース）がある
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・現地業務費

　

　イ . パキスタン国側

・カウンターパート

保健省／ NHIRC 及び州保健局内からの常勤および非常勤カウンターパート

・施設

保健省／ NHIRC 及び州保健局内のプロジェクト事務所

保健省／ NHIRC 及び州保健局内の水道光熱電気代

保健省／ NHIRC 及び州保健局内の研修会議室

・トレーニング費用

保健省職員研修費用

州マスタートレーナー研修費用

県トレーナー研修費用

・ソフトウェア維持・管理費（３年目以降）

・ハードウェアの購入及び修理費用

・プロジェクト運営費

３－２－５　外部要因（満たされるべき外部条件）

　ア . 前提条件

・保健省が継続的にプロジェクトを支援する。

・NHIRC が保健情報システムを管轄する部局として保健省に存続する。

・保健省が連邦・州・県におけるプロジェクト活動に必要な経費を保証する。

・プロジェクト対象地域において治安が悪化しない。

　イ . 成果（アウトプット）達成のための外部条件

・既存の保健省国家プログラムの情報システムと DHIS で重複している指標が DHIS へ統一

されることが同意及び承認される。

・他国援助機関が実施するプロジェクトにおいて DHIS が導入されることが同意及び承認さ

れる。

　ウ . プロジェクト目標達成のための外部条件

・州保健局の他の関連部局（母子保健局など）において根拠に基づく予算申請が同意及び承

認される。

・県保健事務所の他の関連部局（母子保健局など）において根拠に基づく資源分配が同意及

び承認される。

　エ . 上位目標達成のための外部条件

・保健省が連邦、州および県における DHIS の推進を今後も重視する。

３－３　他ドナーの援助動向

　本調査にて協議をおこなったドイツ技術協力公社（German Technical Cooperation：GTZ）、アジ

ア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）の協議結果及び課題は以下の通りである。
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（1）ドイツ技術協力公社（German Technical Cooperation：GTZ）
　JICA の活動に限界のある AJK 地区と FATA 地区での DHIS の普及活動を、GTZ が現行のプ

ロジェクトの中に含めるなどして、積極的に支援する意向があることを、確認した。しかし、

以下のような課題が残っており、本プロジェクト開始前あるいは実施期間中に解決する必要が

ある。

① DHIS 教材（テキスト・指針・手引き等）を標準化しさらにパッケージ化して、研修を支援・

実施する機関によって DHIS 普及の質に格差が出ないよう配慮する。また、教材の標準化

とパッケージ化の責務は JICA プロジェクトが負うべきである。

② National Health Information System（HIS）Steering Committee のオブザーバーとなる他の開発援

助機関（特に UNICEF と USAID）も取り込んだ形での DHIS 全国展開の戦略を策定するべ

きである。すなわち、現行の NAP をレビューし改訂する必要がある。それにより、現在も

なお体制が不十分な NHIRC を、DHIS 全国展開に関して後押しすることができる。

③ 本プロジェクトでは、DHIS 普及のための研修の対象とするのは連邦レベ保健省・州保健局・

県保健事務所職員である。すなわち、施設レベルでの DHIS 報告様式記入法の研修は、本

プロジェクトは直接には実施せず、TOT を県レベル職員向けに実施するに留まる。よって、

GTZ をはじめとする他の援助機関に、（i）BHU 等の施設に勤務する保健省職員の DHIS 報

告様式記入法についての研修、（ii）各プロジェクトの対象地区での DHIS 運営に関する日

常的な M ＆ S 業務 - 等の業務分担について依頼するべきである。

（2）アジア開発銀行（Asian Development Bank :ADB）
　パンジャブ州は、ミレニアム開発目標（MDG）達成を確かのものとするため、ADB から

の支援を受け、保健システム及びサービスデリバリーの改善を目的した「パンジャブミレ

ニアム開発目標プログラム（2008.1 ～ 2012.1）」を実施している。融資額は、４年間で総額

USD400million。2009 年度は、第２期目に相当し、USD100million の融資が予定されている。同

州は、プログラムコンポーネントの１つとして DHIS の推進をあげており、DHIS の実施が融

資の対象となっている。

　DHIS の現状の課題として、DHIS ソフトウェアの問題が指摘され、これらの問題を解決す

る上でパンジャブ州において IT エキスパートのアウトソーシングなどが提案された。また、

DHIS ソフトウェアの著作権を所有する JICA と保健省／ NHIRC に対し、両者のみの著作権と

せず同州にも著作権を持たせる必要があるとの提案がなされた。

　しかし、情報システムは全国統一したものが必要であり、そのため運営委員会等の監視の下

に維持されるべきであり、著作権の共有は好ましくないとの回答をおこなった。

（3）その他のドナー

　本調査にてプロジェクト対象地域として４州以外に連邦直轄部族地域（Federally Administered 
Tribal Areas,FATA）、パキスタン側カシミールの一部（Azad Government of state of Jammu ＆

Kasimir,AJK）、北部地域（Federally Administered Northern Areas,FANA）, イスラマバード連邦首

都区（Islamabad Capital Territory,ICT）が新たに加わることとなった。以下に FATA、AJK におけ

る他ドナーの動向は、以下の通りである。

① 連邦直轄部族地域（Federally Administered Tribal Areas,FATA）
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　FATA 政府は、NHIRC に対し、Save the children USA（USAID からの委託）が地域内のす

べての地区を対象として DHIS にかかる報告様式の記入、ソフトウェアの研修を実施するよ

う要請。合意に向け現在協議中。

② パキスタン側カシミールの一部（Azad Government of state of Jammu ＆ Kasimir, AJK）

　AJK 内 10 地区のうち GTZ が２地区・USAID が２地区・UNFPA が２地区・のサポートを

実施中又は、実施予定であり、残り３地区に対する実施は未定である。

③ 北部地域（Federally Administered Northern Areas, FANA）

　DHIS 推進にかかる他ドナーの介入が見られない。

３－４　留意点

　本プロジェクトの最終的な設計ならびに実施にあたっては、以下の点について十分注意を払う

必要がある。

（1）自立発展性

　本プロジェクトは、データ活用即ち根拠に基づく保健サービス運営管理の強化を目標として

いる。保健サービス改善に資する、根拠に基づいたデータ活用がカウンターパート独自で継続

的に出来るようにするため、プロジェクト終了までにカウンターパートが独力で持続的に保健

サービス改善のための根拠に基づいたデータ活用できるようカウンターパートへの技術移転に

最大限の配慮を払う。

（2）プロジェクト対象地域／活動内容

　本プロジェクトは、パキスタン全土をプロジェクト対象地域としているが、治安上の問題及

び他ドナーとの連携の観点から地域ごとに濃淡をつけた協力活動を行う。具体的には、AJK、

FATA 地域では、他ドナー（USAID、GTZ 等）が県レベル以下を対象として DHIS の活動を展

開していることから、州／地域マスタートレーナーに対する研修のみを協力活動とする。同地

域での活動が治安上制限されていることから、関係者をイスラマバードへ召集し研修を行な

う、などが考えられる。

（3）ローカルリソースの活用

　治安上の問題から本プロジェクトの対象地域にて邦人コンサルタント（専門家）の活動が許

可されていない場合は、ローカルリソース（現地職員／現地コンサルタント）の活用が必須と

なる。

（4）他ドナーとの連携・調整

　他ドナー（UNFPA、UNICEF、USAID、GTZ、CIDA 等）は、それぞれが支援するプログラム

／プロジェクトのパイロット県において、DHIS のモニタリングと評価のコンポーネントの一

部として扱うなど自主的に DHIS の導入を支援してきた。他ドナーが県レベル以下を活動の対

象としていることから、県レベルまでの支援を中心としている本プロジェクトとの連携が考え

られ、相乗効果が大きく期待できる。一方、本プロジェクトの対象地域内のいくつかの県にお
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いて協力活動の一部（県トレーナー研修等）に重複が見られる。

　本プロジェクトでは、プロジェクト活動として実施するベースライン調査等にて DHIS 推進

にかかる他ドナー活動状況を把握し、双方のプロジェクト間の連携・調整に配慮する。

（5）州・県との連携

　本プロジェクトは、開発調査で開発した DHIS を全国展開することにより、地方行政体（州

保健局及び県保健事務所）がデータ活用即ち根拠に基づく保健サービス運営管理の実施をプロ

ジェクト目標としていることからも、州保健局と常にコミュニケーションをはかりつつ、活動

を実施していく必要がある。また、県保健事務所に対しては、同事務所を管轄する州保健局を

通じて連携を図る。

　州・県間との合意形成のためのメカニズムとして保健省が主催する国家保健情報システム運

営委員会、州政府が主催する保健情報システム運営委員会、本プロジェクトの合同調整委員会

が設置されており、これらを最大限活用して連携を図る。

（6）DHIS ソフトウェアの維持・管理

　DHIS を推進していく上で DHIS ソフトウェアが正常に稼動するための維持・管理は必要不

可欠である。

　JICA パキスタン事務所にて DHIS ソフトウェア改良調査（2009 年５～７月実施）を実施し、

2010 年１月までローカルコンサルタントによりフォローアップが継続して行われていること

から、本プロジェクトは、同調査との連携を図る必要がある。

（7）HMIS 報告様式と DHIS 報告様式の入れ替え作業

　本プロジェクトでは、前述のとおり確実に全国展開を推進する必要がある。そのためには、

データ収集とデータ分析 10 の２段階が確実に機能している状態を各州・地域で確保したい。報

告様式配布のロジステッィクについては、県保健局に各施設が報告様式を取りに来させる従来

方法（『出頭方式』）11 では、旧 HMIS 報告様式の残部が保健施設に残ってしまう 12 などの限界が

あることが予想される。そこで、初回配布に限って委託した運送業者に全国の各保健施設を巡

回させ、（i）旧 HMIS 報告様式残部を回収・処分する、（ii）新 DHIS 報告様式を配布する、（iii）
各保健施設長から報告様式差し替え完了の確認署名を取るという『配達方式』とするなどより

確実な方法に配慮を払う必要がある。

（8）DHIS ソフトウェアの入れ替え作業

　各施設での報告様式の入れ替えと同様に、各県保健局においてもソフトウェアの入れ替えが

必要となる。上記と同様に、『出頭方式』では、HMIS ソフトウェアから DHIS ソフトウェアの

確実な入れ替えは期待できない。そこで、本プロジェクトは、保守管理契約を締結するソフ

10　保健情報システムの情報のサイクルは、（i）データ収集（紙ベース）、（ii）データ分析（コンピュータベース）、（iii）データ活用（人

間ベース）の 3段階がある。しかし、データ活用の部分は前述のとおり最も難しいところであるだけに、確実にデータ収集とデー

タ分析の部分を機能させることが先決 となる。

11　医薬品等の配布も『出頭方式』を採用している模様である。

12　BHU 等の保健施設にて旧 HMIS 報告様式と新 DHIS 報告様式が混在すると、（i）必要がないにも関らず両方の様式に記入して

提出する、（ii）慣れ親しんだ旧 HMIS 様式を用いてしまう－等の問題を引き起こす可能性がある。
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トウェア会社に各県保健局を巡回させ、（i）DHIS ソフトウェアをインストールする、（ii）旧

HMIS ソフトから過去のデータベースを DHIS ソフトウェアに移転する、（iii）旧 HMIS ソフト

を削除する、（iv）各県保健局長からソフトウェア入れ替え完了の確認署名を取るという４段

階の『配達方式』とするなどより確実な方法に配慮を払う必要がある。
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第４章プロジェクトの評価

４－１　妥当性

　下記のとおり、妥当性は非常に高いと判断される。

①「パ」国の政策との整合性

　「パ」国は、2001 年に発表された「パ」国の国家保健政策（National Health Policy 2001）
において、県レベルにおける保健行政管理能力強化、医薬品の品質管理や適切な流通およ

び保健行政モニタリングのための能力強化を重点分野項目として位置づけ、県レベルの保

健行政の強化及び連邦・州・県での保健行政のモニタリング能力強化を目標にあげている。

本プロジェクトは、DHIS の普及により地方行政体が最新の保健情報を基に保健行政の政策

決定を行えるよう県レベルへの研修を通じた行政能力強化、保健行政のモニタリング・スー

パービジョン能力強化を目的としていることから「パ」国保健政策と合致している。

② わが国の対「パ」国援助政策との整合性

　2005 年に策定された「対パキスタン国別援助計画」では、援助戦略における三つの方

向性の一つとして、「人間の安全保障の確保と人間開発」が掲げられている。この重点分

野として「基礎的保健医療サービスの確保」が位置づけられており、保健医療人材を育成

することが目標とされている。また、同計画においてガバナンスを分野横断的イシューと

して位置づけ地方分権化の進捗や行政能力向上に資するよう留意する必要があるとされて

いる。本プロジェクトは、DHIS 普及にかかる研修等を通じて、保健省の実施機関である

NHIRC 等の行政能力強化、保健医療人材育成および地方分権化の推進を図るものであり、

わが国の「パ」国援助政策に合致している。

③ 他ドナーとの補完関係

　連邦直轄部族地域（FATA）及びパキスタン側カシミール地域（AJK）では、米国国際開

発庁（USAID）及びドイツ技術協力公社（GTZ）が、県レベルの保健事務所を対象とした

DHIS 導入のための能力強化支援を実施中であり、本プロジェクトではこれら県事務所の上

位組織となる FATA 保健局及び AJK 保健局に対する研修を通じて全国プログラムへの統一

化を促進するなど、役割分担に基づく連携・補完関係を有する。

④ アプローチの適切性

活動内容：

　実施機関である NHIRC の行政能力強化、DHIS の推進を通じた政策決定能力の向上、保

健行政のモニタリング・スーパービジョン能力強化は、2004 年の JICA 開発調査にて策定

された NAP に準拠したものであり適切である。

対象地域：

　保健情報システムは全国統一のシステムである必要があるため、本プロジェクトの対象

地域をパキスタン全土とすることは適切である。なお、広範な対象者に対する統一的かつ

効率的な技術移転の方法として、研修受講者が関係者に更に指導し技術及び知識が広がっ

ていく仕組み（カスケード方式）を採用する。

⑤ 外部要因への対応

　成果（アウトプット）達成ための外部条件「他国援助機関が実施するプロジェクトにお

いて DHIS が導入されることが同意及び承認される。」については、保健省が国家保健情報
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システム運営委員会において他国援助機関に対する働きかけを行うことが考えられる。

　プロジェクト目標達成の外部条件である「既存の保健省国家プログラムと DHIS で重複

している指標が DHIS へ統一されることが同意及び承認される。」についても、NAP に基づ

き達成されるよう、保健省が関係機関に対して働きかけを行うことが考えられる。

４- ２　有効性

　下記のとおり、プロジェクトの有効性は高いと判断される。

① プロジェクト目標と成果の整合性

　プロジェクト目標「パキスタンにおいて DHIS を通じて根拠に基づいた定型業務及び予

算計画立案が実践される。」は、州マスタートレーナー及び県トレーナーに対する「データ

収集・分析・利用」の研修の実施により保健行政にかかる政策決定能力の向上が期待され

プロジェクト目標達成の可能性が見込まれる。同時に、県保健事務所にて収集されたデー

タを利用するためには県保健事務所と州保健局との連携強化もプロジェクト目標達成のた

めに有効である。これらは、全て、本プロジェクトの成果に盛り込まれている。

② 地方のオーナーシップの醸成

　本プロジェクトは、地方行政体が地域ごとのニーズの違いを把握して保健行政にかかる

政策決定を可能にするという地方分権化の一端を担うものであり、州マスタートレーナー・

県トレーナーの研修の成果が州・県で活用されるように州保健局・県保健事務所のオーナー

シップを高める戦略を採用している。

③ 外部要因への対応

　プロジェクト目標達成の外部条件である「州保健局の他の関連部局において根拠に基づ

く予算申請が同意及び承認される。」「県保健事務所の他の関連部局において根拠に基づく

資源分配が同意及び承認される。」を達成する為には、保健省が国家保健情報システム運営

委員会にて州政府に対し、働きかけを行うことが考えられる。

４－３　効率性

　下記のとおり、効率的な実施が見込まれる。

① パ側の経費負担

　本プロジェクトの活動は、基本的に 2007 年に策定された NAP に準拠し、連邦及び州政

府（シンド州は申請中）において州マスタートレーナー及び県トレーナー研修等を含むプ

ロジェクト実施計画書が承認済（必要予算確保済み）である。

② 他国援助機関との補完性

　本プロジェクトでは、主に連邦及び州レベルへの支援を中心としている。一方、他国援

助機関が県レベル以下への支援を中心としていることから本プロジェクトとの連携が考え

られ、相乗効果が大きく期待できる。同時に、他国援助機関と補完することにより全国統

一のシステムの普及を連邦レベルから県レベルまで効率的に展開できる。

③ 過去に実施した活動による蓄積

　2004 年に実施された開発調査にて実施機関である NHIRC をカウンターパートとして保

健情報システムの整備を支援してきた。同調査により、保健省の実施機関において一定の

能力が蓄積されてきている。さらに同調査のパイロット県において DHIS モデルの普及が
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始まっており、この経験の蓄積を活用することによって、プロジェクトの効率的な実施が

見込まれる。

④ プロジェクトの戦略性

　本プロジェクトは、研修のみをプロジェクト活動の主眼に置いたものでなく、研修受講

後、研修結果を実践できるよう「DHIS 報告様式の配布と回収」及び「DHIS ソフトウェア

のインストール」までをプロジェクト活動に含め、活動間の連携をはかることにより全国

展開がより戦略的なものになるようデザインされている。

⑤ 外部要因への対応

　プロジェクトの前提条件である「保健省が連邦・州におけるプロジェクト活動に必要な

経費を保証する。」を推進する為に、保健省が国家保健情報システム運営委員会にて州政府

に対し、働きかけを行うことが考えられる。

４－４　インパクト

　下記のようなインパクト発現が予測される。

① 上位目標達成の可能性

　上位目標「パキスタンにおいて DHIS を通じた根拠に基づく保健サービスのための国家

保健政策／戦略が策定される。」は、保健省／ NHIRC 職員に対する「データ分析・利用」

の研修の実施により保健行政にかかる政策決定能力の向上が期待され上位目標達成の可能

性が見込まれる。同時に、県保健事務所にて収集されたデータを利用するためには県保健

事務所、州保健局及び保健省／ NHIRC との連携強化も上位目標達成のために有効である。

これらは、全て、本プロジェクトの成果に盛り込まれている。

② 上位目標以外に予測される波及効果：ミレニアム開発目標（MDGs）のモニタリング

　2015 年までのミレニアム開発目標（MDGs）の達成のため、より戦略的な援助方針を打

ち出すことが求められている。また、より戦略的な援助方針を打ち出すための Evidence の

データ源としての保健情報システムが必要であると同時に情報の収集・分析するための能

力開発が重要となっている。本プロジェクトにおいて上位目標が達成させることによりミ

レニアム開発目標（MDGs）のモニタリングとしての機能を果たす可能性がある。

４－５自立発展性

　下記のとおり、自立発展性が確保される見込みは高い。

① 政策的自立発展性

　本プロジェクトは、2007 年に策定された保健管理情報システムにかかる NAP に準拠し

ているため、プロジェクト終了後も継続的に活用される見込みが高い。

DHIS は、「パ」国の貧困削減戦略文書Ⅱ（Poverty Reduction Strategy Paper Ⅱ、PRSP Ⅱ）及

び国家保健政策（National Health Policy 2009）において推進及び普及されることが方針とし

て決定していることからも政策的自立発展性が確保される見込みが高い。また、2007 年１

月に実施された運営委員会（Steering Committee）にて全国展開することが確認されたもの

であり、プロジェクト終了後も政策的自立発展性が確保される見込みが高い。

② 予算的自立発展性

　連邦及び州政府（シンド州は申請中）において州マスタートレーナー・県トレーナー研
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修等を含む NAP を推進するためのプロジェクト実施計画書が承認されている（必要予算確

保済み）。NHIRC は、同プロジェクト実施計画書に基づく NAP 関連事業の終了後、連邦保

健省の付属機関として恒常的な組織となり、DHIS 関連の諸活動は経常予算の下で持続的に

実施される予定である。このように、予算的自立発展性の確保見込みは高い。

③ 技術的自立発展性

　過去の開発調査におけるパンジャブ州内のパイロット県モデルが部分的ながら他県に一

部波及するなど、DHIS の技術的有効性は「パ」国内でも評価されており、当該モデルの全

国展開を支援する本プロジェクトの技術的自立発展性は高く見込まれる。

また、DHIS の中核を担う情報システム・ソフトウェアについては、プロジェクト終了後も

日常的なメンテナンスが求められることから、ローカルリソースを活用した整備を自主的

に実施してゆくための十分な配慮を行う。

４－６　配慮事項

① 貧困への配慮

　根拠に基づくニーズに即した保健医療サービスの提供により、特に貧困層が主に利用す

る公的な保健医療機関のサービスが改善される。

② ジェンダーへの配慮

　女性職員が多いとされる一次医療施設への研修活動などにおいて、女性職員の参加を促

す工夫や十分な配慮を行う。

４－７　過去の類似案件からの教訓の活用

①  2004 年に実施された JICA 開発調査「保健管理情報システム整備計画調査」の経験に基づき、

「パ」側関係機関のオーナーシップ醸成と、様々なステークホルダーとの密なる調整、最終

的なプロジェクト目標を含むプロジェクトデザインの理解促進、双方負担事項の認識と相

互モニタリングなどに留意する。

② 地域・セクターの相違はあるが研修方法にカスケード方式を採用し、全国展開を実施した

ケニアを初めとする理数科協力案件の教訓は、本プロジェクトの参考にすることが可能。
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別添 4 

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 21 年 3 月 6日 

担当部：パキスタン事務所 

案件名 

（和文名称） 

（英文名称） 

 

パキスタン国「保健管理情報システム整備プロジェクト」 

DHIS Project for Evidence-Based Decision Making and Management 

1. 協力概要 

（1） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、パキスタン国（以下、「パ」国）において①開発調査「保健管理情報

システム整備計画調査（2004 年 1 月～2007 年 1 月）」で開発した県保健情報システム

（District Health Information System、DHIS）の全国展開、②データ活用即ち根拠に基

づく保健サービス管理（Evidence-Based Management、EBM）の強化を目標とする。 

そのために、保健省の実施機関である国家保健情報資源センター（National Health 

Information Resource Center、NHIRC ）の能力強化を通じて保健省/NHIRC と州1保健局と

の連携強化、保健省/NHIRC による州保健局、県 2保健事務所への監理・指導の実施、地方行

政体（州保健局及び県保健事務所）を含む「パ」国政府が最新の保健情報を基に保健行政

の政策を決定できるよう保健省/NHIRC 職員、州マスタートレーナー、県トレーナーに対す

る研修を実施する。さらに、一次医療施設において 1992 年に USAID 支援により導入された

地方分権化に未対応の保健管理情報システム（Health Management Information System、

HMIS）及び既存の国家プログラム（HIV/エイズプログラム、予防接種拡大計画 EPI プログ

ラムなど）に導入されている情報システムと DHIS で重複している指標を廃止し、DHIS を全

国に対して統一的に導入するための協力（報告様式やソフトウェアの入れ替え）を実施す

る。 

（2） 協力期間：2009 年 7 月～2012 年 6 月（3年間） 

（3） 協力総額（日本側）：約 3.2 億円 

（4） 協力相手先機関： 

保健省/国家保健情報資源センター（NHIRC） 

（5） 関連相手先機関： 

北西辺境州保健局及び各県保健事務所（24 県） 

パンジャブ州保健局及び各県保健事務所（35 県） 

シンド州保健局及び各県保健事務所（23 県） 

バロチスタン州保健局及び各県保健事務所（27 県） 

北部地域（Federally Administered Northern Areas,FANA）保健局及び各県保健

事務所（6県） 

イスラマバード連邦首都区（Islamabad Capital Territory,ICT）保健局及び各地

区保健事務所（5地区） 

３．事業事前評価表
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連邦直轄部族地域（Federally Administered Tribal Areas,FATA）保健局 3（7 地

区） 

パキスタン側カシミール地域（Government of Azad Jammu & Kasimir,AJK）保健

局 3 (8 県) 

（6） 国内協力機関：なし 

（7） 裨益対象者および規模等： 

1) 直接的な裨益対象者： 

保健省/NHIRC 職員研修受講者   約 40 人 

州マスタートレーナー研修受講者 約 70 人（内訳：各州/地域（8州/地域）より

8～9名） 

県トレーナー研修受講者         約 900 人（内訳：各県/地区（120 県/地区）

より 7～8名） 

2) 間接的な裨益対象者（県トレーナーによるデータ収集研修：【成果３】関連） 

1 次医療施設等研修受講者    約 10000 人 

2. 協力の必要性・位置付け 

（1） 現状及び問題点 

「パ」国における保健情報システムは、1992 年に米国国際開発庁（United States Agency for 

International Development、USAID）の援助により HMIS が導入されたが、①Basic Health 

Unit(BHU)など一次医療施設のみの情報管理ツールであり二次以上の医療施設の保健情報

が不明であったこと、②地方分権化（2001 年）の施行前の中央集権型システムで保健行政

を担う州政府や県政府への情報伝達が不備であったこと、③98 年の核実験により USAID の

支援が中断されたことなどの理由により、運用・活用面で大きな支障が生じていた。 

このため「パ」国は、地方分権化に即した保健管理情報システムを導入するための「保

健管理情報システム整備計画調査（開発調査）」を我が国に要請し、JICA はこれを実施した

（2004 年 1 月～2007 年 1 月）。同調査を通じて、①ソフトウェア開発、②国家活動計画

（National Action Plan、NAP）策定、③パイロット 4県（各州より 1県）におけるモデル

構築が行われ、県保健事務所が最新の保健情報に基づいてニーズに即した保健行政の政策

を決定することを可能にする DHIS が開発された。 

開発調査を実施する課程で、実施機関である NHIRC が NAP を実施に移していくためには

JICA を始め関連するドナーによる継続的な支援が必要であることが認識されていたため、

NAP のなかに「パ」国側と関連ドナーからなる「HIS フォーラム（現国家保健情報システム

運営委員会）」の設置を定めた。JICA は、開発調査にて構築した人的ネットワークと知見を

もとに、HIS フォーラムなどの場を通じて、新規案件形成も視野に NHIRC の側面支援を行っ

てきた。 

NHIRC はこのような支援を後押しに、DHIS にかかる①ソフトウェアのインストール、②

データ収集・分析・利用のトレーニング、③研修マニュアル印刷/配布等の全国展開にかか

る推進計画を策定したが、NHIRC のキャパシティ不足及び地方行政体との調整不足により、



－ 39 －

別添 4 

具体的活動には引き続き能力強化を伴う支援が必要である。すなわち、この現状のままで

は、一次医療施設において旧システムである HMIS と DHIS が混在し、データ管理の混乱が

拡大するとともに、地方行政体を含む｢パ｣国政府が、政策決定に必要不可欠な保健情報を

十分に収集・分析・利用できない状態が放置されることが懸念された。 

 かかる背景のもと、保健省の実施機関である NHIRC は、NAP に基づく DHIS の全国展開と

根拠に基づく保健サービス管理（Evidence-Based Management、EBM）の強化を図るための

技術協力プロジェクトを本分野で継続的な支援を行ってきた我が国政府に要請した。 

 

（2） 相手国政府国家政策上の位置付け 

「パ」国は、2001 年に発表された「パ」国の国家保健政策（National Health Policy 2001）

において、県レベルにおける保健行政管理能力強化、医薬品の品質管理や適切な流通およ

び保健行政モニタリングのための能力強化を重点分野項目として位置づけ、県レベルの保

健行政の強化及び連邦・州・県での保健行政の監理能力強化を目標にあげている。本プロ

ジェクトは、DHIS の普及により地方行政体を含む「パ」国政府が最新の保健情報を基に保

健行政の政策決定を行うための行政能力強化、連邦・州・県の保健行政の監理・指導能力

強化を目的としていることから「パ」国保健政策と合致している。 

 

（3） 我が国援助政策との関連、JICA 国別援助実施方針上の位置付け（プログラムにおけ

る位置付け） 

2005 年に策定された「対パキスタン国別援助計画」では、援助戦略における三つの方向

性の一つとして、「人間の安全保障の確保と人間開発」が重点分野として掲げられている。

この重点分野の開発課題として「基礎的保健医療サービスの確保」が位置づけられており、

保健医療人材を育成することが目標とされている。また、同計画においてガバナンスを分

野横断的イシューとして位置づけ地方分権化の進捗や行政能力向上に資するよう留意する

必要があるとされている。本プロジェクトは、DHIS 普及にかかる全国展開戦略の策定や人

材育成（研修等）を通じて、保健省の実施機関である NHIRC 等の行政能力強化、保健医療

サービスにかかる地方分権化の推進を図るものであり、わが国の「パ」国援助政策に合致

している。 

また、「JICA 国別援助実施方針」では、我が国の「対パキスタン国別援助計画」を踏まえ、

「人間の安全保障の確保と人間開発」を重点分野、「基礎的保健医療サービスの確保」を開

発課題として揚げている。この開発課題に対する支援方針の一つとして「地域保健プログ

ラム」が揚げられており、本プロジェクト同プログラムに位置付けられている。 

  

3. 協力の枠組み 

（1） 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

パキスタンおいて DHIS を通じて根拠に基づいた定型業務及び予算計画立案が実践され  

る。 

（指標・目標値） 
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• 公的な一次医療施設・二次医療施設において月例・年間報告様式が DHIS に統一さ

れる。4 

• 県保健事務所においてソフトウェアが DHIS に統一される。 

• 州/地域の各保健局において母子保健、医薬品提供などの保健サービスのうち、少

なくとも 1つの予算計画が DHIS に基づいて策定される。 

• 県保健事務所において少なくとも 1つの保健サービスの定型業務が DHIS に基づい

て策定される。 

（2） 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標 5） 

パキスタンにおいて DHIS を通じて根拠に基づく国家保健政策/戦略が策定される。 

（指標・目標値） 

• 保健省において国家保健政策/戦略の少なくとも 1 つの項目が DHIS により反映さ

れる。 

 

（3） 成果（アウトプット）と活動 

【成果 1】：DHIS の全国展開戦略が策定され国家保健情報システム運営委員会において承

認される。  

（活動）1-1. 既存データ及びベースライン調査を実施して DHIS 推進の現状分析及び指標

目標値/項目の設定 6を行なう。 

1-2. DHIS にかかる NAP の再検討及び改訂を行なう。 

1-3. 国家レベルの DHIS の全国展開のための実施計画を策定する。 

1-4. 州レベルの DHIS の全国展開のための実施計画を策定する。 

1-5. 国家保健情報システム運営委員会において DHIS の全国展開戦略（①改訂版

NAP、②実施計画書（国家レベル）、③実施計画書（州レベル））が承認され

る。 

（指標・目標値） 

1-1. DHIS の全国展開戦略が国家保健情報システム運営委員会において承認され

る。  

 

【成果 2 】：保健省/NHIRC・州保健局・県保健事務所の関係職員が DHIS 推進のための研  

修を保健省/NHIRC および州保健局にて受講する。 

（活動）2-1. DHIS の全国展開戦略に基づき保健省/NHIRC・州保健局・県保健事務所に対

するデータ収集、データ入力・集計・分析、データ利用、DHIS のための監

理・指導に関する研修計画を開発する。  

2-2. 既存の研修マニュアルを利用しやすくするための再検討及び改訂を行う。 

2-3. 研修計画に基づきデータ収集に関する研修を実施する。 

2-4. 研修計画に基づきデータ入力・集計・分析に関する研修を実施する。 

2-5. 研修計画に基づきデータ利用に関する研修を実施する。 

別添 4 

2-6. 研修計画に基づき DHIS 推進のための監理・指導に関する研修を実施する。

（指標・目標値） 

2-1.県トレーナー(約 900 名)に対し、①データ収集、②データ入力・集計・分析、

③データ利用及び④他の課題に関する研修が実施される。 

2-2.州マスタートレーナー(約 70 名)に対し、①データ入力・集計・分析、②デ

ータ利用、③他の課題に関する研修が実施される。  

2-3.保健省/NHIRC トレーナー（約 40 名）に対し、①データ入力・集計・分析、

②データ利用、③他の課題に関する研修が実施される。 

  

【成果 3】：公的な一次医療施設・二次医療施設から県保健事務所へ DHIS のデータが完全

7、正確 8かつ適時 9に収集される。 

（活動）3-1.DHIS の月例・年間報告様式を公的な一次医療施設・二次医療施設に配布す

る。  

3-2.州保健局が巡回の際、県保健事務所に対し、公的な一次医療施設・二次医療

施設が①完全、②正確、③適時にデータ収集を行なえるよう監理・指導する

ための支援を行なう。 

3-3.保健省/NHIRC が巡回の際、州保健局に対し、県保健事務所が①完全、②正

確、③適時にデータ収集を行えるよう監理・指導するための支援を行なう。

（指標・目標値） 

3-1.公的な一次医療施設・二次医療施設が統一された様式を用いて、6ヶ月間継

続して適時に DHIS 報告書を提出する。 

 

【成果 4】：県保健事務所が収集データを DHIS ソフトウェアに入力、集計、分析し、その

結果が保健省/NHIRC 及び州保健局レベルで集計分析される。 

（活動）4-1.県保健事務所・州保健局・保健省/NHIRC にて DHIS のソフトウェアをインス

トールする。 

4-2.保健省/NHIRC が巡回の際、州保健局に対し、県保健事務所が①データ入力、

②データ集計、③データ分析が行えるよう監理・指導するための支援を行な

う。 

4-3.日本人専門家が保健省/NHIRC に対し、州保健局が①データ入力、②データ

集計、③データ分析が行えるよう監理・指導するための支援を行なう。 

（指標・目標値） 

4-1.県保健事務所で DHIS の二種以上の項目に関する図表が作成され、利用可能

になる。 

4-2.州保健局で DHIS の二種以上の項目に関する図表が作成され、利用可能にな

る。 
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2-6. 研修計画に基づき DHIS 推進のための監理・指導に関する研修を実施する。

（指標・目標値） 

2-1.県トレーナー(約 900 名)に対し、①データ収集、②データ入力・集計・分析、

③データ利用及び④他の課題に関する研修が実施される。 

2-2.州マスタートレーナー(約 70 名)に対し、①データ入力・集計・分析、②デ

ータ利用、③他の課題に関する研修が実施される。  

2-3.保健省/NHIRC トレーナー（約 40 名）に対し、①データ入力・集計・分析、

②データ利用、③他の課題に関する研修が実施される。 

  

【成果 3】：公的な一次医療施設・二次医療施設から県保健事務所へ DHIS のデータが完全

7、正確 8かつ適時 9に収集される。 

（活動）3-1.DHIS の月例・年間報告様式を公的な一次医療施設・二次医療施設に配布す

る。  

3-2.州保健局が巡回の際、県保健事務所に対し、公的な一次医療施設・二次医療

施設が①完全、②正確、③適時にデータ収集を行なえるよう監理・指導する

ための支援を行なう。 

3-3.保健省/NHIRC が巡回の際、州保健局に対し、県保健事務所が①完全、②正

確、③適時にデータ収集を行えるよう監理・指導するための支援を行なう。

（指標・目標値） 

3-1.公的な一次医療施設・二次医療施設が統一された様式を用いて、6ヶ月間継

続して適時に DHIS 報告書を提出する。 

 

【成果 4】：県保健事務所が収集データを DHIS ソフトウェアに入力、集計、分析し、その

結果が保健省/NHIRC 及び州保健局レベルで集計分析される。 

（活動）4-1.県保健事務所・州保健局・保健省/NHIRC にて DHIS のソフトウェアをインス

トールする。 

4-2.保健省/NHIRC が巡回の際、州保健局に対し、県保健事務所が①データ入力、

②データ集計、③データ分析が行えるよう監理・指導するための支援を行な

う。 

4-3.日本人専門家が保健省/NHIRC に対し、州保健局が①データ入力、②データ

集計、③データ分析が行えるよう監理・指導するための支援を行なう。 

（指標・目標値） 

4-1.県保健事務所で DHIS の二種以上の項目に関する図表が作成され、利用可能

になる。 

4-2.州保健局で DHIS の二種以上の項目に関する図表が作成され、利用可能にな

る。 
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【成果 5】：県保健事務所及び州保健局において DHIS の分析結果を利用した根拠に基づく

資源分配（医療従事者、医薬品など）及び予算配分のための項目が同定され、

活用される。 

（活動）5-1.保健省/NHIRC が巡回の際、州保健局に対し、県保健事務所が DHIS 月例報告

書の結果を利用した①資源分配の調整、②定期的フィードバックをするため

の支援を行う。 

5-2.日本人専門家が保健省/NHIRC に対し、州保健局が DHIS 年間報告書を利用し

た①年間予算準備、②定期的フィードバックを行うための支援を行う。 

（指標・目標値） 

5-1.県保健事務所にて根拠に基づく資源分配のための項目リストが同定され、利

用可能となる。 

5-2.州保健局にて根拠に基づく予算計画のための項目リストが同定され、利用可

能となる。 

 

【成果 6】：保健省関連機関及び他国援助機関との間で DHIS 推進にかかる調整が適切に行

なわれる。 

（活動）6-1.保健省/NHIRC を通じて一次医療施設・県・州間の連携強化、再構築又は、

調整を行う。 

6-2.連邦レベルにおいて国家保健情報システム運営委員会を開催する。 

6-3.州レベルにおいて県間の保健情報システム運営委員会を開催する。 

6-4.保健省国家プログラム責任部署に対し、既存の国家プログラムの情報システ

ムと DHIS で重複している指標を廃止し、DHIS へ統一するよう働きかける。

6-5.他国援助機関との協働により他国援助機関のプロジェクトにおいて DHIS を

導入するよう働きかける。 

（指標・目標値） 

6-1.保健省関連機関及び他国援助機関との間で定期的な会合が開催される。 

6-2.保健医療施設にてデータ収集される保健情報システム 10の数が増えない。 

 

（4） 投入（インプット） 

ア. 日本側（総額 約 3.2 億円） 

・ 専門家（総括 30MM、副総括 9MM、研修計画及びデータ収集 15MM、データ分析 7MM、

データ利用 7MM） 

・ ソフトウェア維持・管理費（2年分） 

・ 報告様式入れ替えに伴う費用 

・ ソフトウェア入れ替えに伴う費用 

・ 現地業務費 
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イ. パキスタン国側 

・ カウンターパート 

保健省/NHIRC 及び州保健局内からの常勤および非常勤カウンターパート 

・ 施設 

保健省/NHIRC 及び州保健局内のプロジェクト事務所 

保健省/NHIRC 及び州保健局内の水道光熱電気代 

保健省/NHIRC 及び州保健局内の研修会議室 

・ トレーニング費用 

保健省職員研修費用 

州マスタートレーナー研修費用  

県トレーナー研修費用 

・ ソフトウェア維持・管理費（3年目以降） 

・ ハードウェアの購入及び修理費用 

・ プロジェクト運営費 

（5） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

ア. 前提条件 

・ 保健省が継続的にプロジェクトを支援する。 

・ NHIRC が保健情報システムを管轄する部局として保健省に存続する。 

・ 保健省が連邦・州・県におけるプロジェクト活動に必要な経費を保証する。 

・ プロジェクト対象地域において治安が悪化しない。 

イ. 成果(アウトプット)達成のための外部条件 

・ 既存の保健省国家プログラムの情報システムと DHIS で重複している指標が DHIS へ

統一されることが同意及び承認される。 

・ 他国援助機関が実施するプロジェクトにおいて DHIS が導入されることが同意及び

承認される。 

ウ．プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ 州保健局の他の関連部局（母子保健局など）において根拠に基づく予算申請が同意

及び承認される。 

・ 県保健事務所の他の関連部局（母子保健局など）において根拠に基づく資源分配が

同意及び承認される。 

エ. 上位目標達成のための外部条件 

・ 保健省が連邦、州および県における DHIS の推進を今後も重視する。 

4. 評価 5項目による評価結果 

（1） 妥当性 

下記のとおり、妥当性は非常に高いと判断される。 

① 「パ」国の政策との整合性 

「パ」国は、2001 年に発表された「パ」国の国家保健政策（National Health Policy 2001）
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において、県レベルにおける保健行政管理能力強化、医薬品の品質管理や適切な流通お

よび保健行政モニタリングのための能力強化を重点分野項目として位置づけ、県レベル

の保健行政の強化及び連邦・州・県での保健行政のモニタリング能力強化を目標にあげ

ている。本プロジェクトは、DHIS の普及により地方行政体が最新の保健情報を基に保健

行政の政策決定を行えるよう県レベルへの研修を通じた行政能力強化、保健行政のモニ

タリング・スーパービジョン能力強化を目的としていることから「パ」国保健政策と合

致している。 

② わが国の対「パ」国援助政策との整合性 

2005 年に策定された「対パキスタン国別援助計画」では、援助戦略における三つの方向

性の一つとして、「人間の安全保障の確保と人間開発」が掲げられている。この重点分

野として「基礎的保健医療サービスの確保」が位置づけられており、保健医療人材を育

成することが目標とされている。また、同計画においてガバナンスを分野横断的イシュ

ーとして位置づけ地方分権化の進捗や行政能力向上に資するよう留意する必要がある

とされている。本プロジェクトは、DHIS 普及にかかる研修等を通じて、保健省の実施機

関である NHIRC 等の行政能力強化、保健医療人材育成および地方分権化の推進を図るも

のであり、わが国の「パ」国援助政策に合致している。 

③ 他ドナーとの補完関係 

連邦直轄部族地域（FATA）及びパキスタン側カシミール地域（AJK）では、米国国際開

発庁（USAID）及びドイツ技術協力公社（GTZ）が、県レベルの保健事務所を対象とした

DHIS 導入のための能力強化支援を実施中であり、本プロジェクトではこれら県事務所の

上位組織となる FATA 保健局及び AJK 保健局に対する研修を通じて全国プログラムへの

統一化を促進するなど、役割分担に基づく連携・補完関係を有する。 

④ アプローチの適切性 

活動内容： 

実施機関である NHIRC の行政能力強化、DHIS の推進を通じた政策決定能力の向上、保健

行政のモニタリング・スーパービジョン能力強化は、2004 年の JICA 開発調査にて策定

された NAP に準拠したものであり適切である。 

対象地域： 

保健情報システムは全国統一のシステムである必要があるため、本プロジェクトの対象

地域をパキスタン全土とすることは適切である。なお、広範な対象者に対する統一的か

つ効率的な技術移転の方法として、研修受講者が関係者に更に指導し技術及び知識が広

がっていく仕組み（カスケード方式）を採用する。 

⑤ 外部要因への対応 

成果（アウトプット）達成ための外部条件「他国援助機関が実施するプロジェクトにお

いて DHIS が導入されることが同意及び承認される。」については、保健省が国家保健情

報システム運営委員会において他国援助機関に対する働きかけを行うことが考えられ

る。 

プロジェクト目標達成の外部条件である「既存の保健省国家プログラムと DHIS で重複
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している指標が DHIS へ統一されることが同意及び承認される。」についても、NAP に基

づき達成されるよう、保健省が関係機関に対して働きかけを行うことが考えられる。 

 

（2） 有効性 

下記のとおり、プロジェクトの有効性は高いと判断される。 

① プロジェクト目標と成果の整合性 

プロジェクト目標「パキスタンにおいて DHIS を通じて根拠に基づいた定型業務及び予

算計画立案が実践される。」は、州マスタートレーナー及び県トレーナーに対する「デ

ータ収集・分析・利用」の研修の実施により保健行政にかかる政策決定能力の向上が期

待されプロジェクト目標達成の可能性が見込まれる。同時に、県保健事務所にて収集さ

れたデータを利用するためには県保健事務所と州保健局との連携強化もプロジェ-クト

目標達成のために有効である。これらは、全て、本プロジェクトの成果に盛り込まれて

いる。 

② 地方のオーナーシップの醸成 

本プロジェクトは、地方行政体が地域ごとのニーズの違いを把握して保健行政にかかる

政策決定を可能にするという地方分権化の一端を担うものであり、州マスタートレーナ

ー・県トレーナーの研修の成果が州・県で活用されるように州保健局・県保健事務所の

オーナーシップを高める戦略を採用している。 

③ 外部要因への対応 

プロジェクト目標達成の外部条件である「州保健局の他の関連部局において根拠に基づ

く予算申請が同意及び承認される。」「県保健事務所の他の関連部局において根拠に基づ

く資源分配が同意及び承認される。」を達成する為には、保健省が国家保健情報システ

ム運営委員会にて州政府に対し、働きかけを行うことが考えられる。 

 

（3） 効率性 

下記のとおり、効率的な実施が見込まれる。 

① パ側の経費負担 

本プロジェクトの活動は、基本的に 2007 年に策定された NAP に準拠し、連邦及び州政

府（シンド州は申請中）において州マスタートレーナー及び県トレーナー研修等を含む

プロジェクト実施計画書が承認済（必要予算確保済み）である。 

② 他国援助機関との補完性 

本プロジェクトでは、主に連邦及び州レベルへの支援を中心としている。一方、他国援

助機関が県レベル以下への支援を中心としていることから本プロジェクトとの連携が

考えられ、相乗効果が大きく期待できる。同時に、他国援助機関と補完することにより

全国統一のシステムの普及を連邦レベルから県レベルまで効率的に展開できる。 

③ 過去に実施した活動による蓄積 

2004 年に実施された開発調査にて実施機関である NHIRC をカウンターパートとして保



－ 46 －

別添 4 

健情報システムの整備を支援してきた。同調査により、保健省の実施機関において一定

の能力が蓄積されてきている。さらに同調査のパイロット県において DHIS モデルの普

及が始まっており、この経験の蓄積を活用することによって、プロジェクトの効率的な

実施が見込まれる。 

④ プロジェクトの戦略性 

本プロジェクトは、研修のみをプロジェクト活動の主眼に置いたものでなく、研修受講

後、研修結果を実践できるよう「DHIS 報告様式の配布と回収」及び「DHIS ソフトウェ

アのインストール」までをプロジェクト活動に含め、活動間の連携をはかることにより

全国展開がより戦略的なものになるようデザインされている。 

⑤ 外部要因への対応 

プロジェクトの前提条件である「保健省が連邦・州におけるプロジェクト活動に必要な

経費を保証する。」を推進する為に、保健省が国家保健情報システム運営委員会にて州

政府に対し、働きかけを行うことが考えられる。 

 

（4） インパクト 

下記のようなインパクト発現が予測される。 

① 上位目標達成の可能性 

上位目標「パキスタンにおいて DHIS を通じた根拠に基づく保健サービスのための国家

保健政策/戦略が策定される。」は、保健省/NHIRC 職員に対する「データ分析・利用」の

研修の実施により保健行政にかかる政策決定能力の向上が期待され上位目標達成の可

能性が見込まれる。同時に、県保健事務所にて収集されたデータを利用するためには県

保健事務所、州保健局及び保健省/NHIRC との連携強化も上位目標達成のために有効であ

る。これらは、全て、本プロジェクトの成果に盛り込まれている。 

② 上位目標以外に予測される波及効果：ミレニアム開発目標（MDGｓ）のモニタリング 

2015 年までのミレニアム開発目標（MDGs）の達成のため、より戦略的な援助方針を打ち

出すことが求められている。また、より戦略的な援助方針を打ち出すための Evidence

のデータ源としての保健情報システムが必要であると同時に情報の収集・分析するため

の能力開発が重要となっている。本プロジェクトにおいて上位目標が達成させることに

よりミレニアム開発目標（MDGs）のモニタリングとしての機能を果たす可能性がある。

 

（5） 自立発展性 

下記のとおり、自立発展性が確保される見込みは高い。 

① 政策的自立発展性 

本プロジェクトは、2007 年に策定された保健管理情報システムにかかる NAP に準拠して

いるため、プロジェクト終了後も継続的に活用される見込みが高い。 

DHIS は、現在策定中である「パ」国の貧困削減戦略文書Ⅱ（Poverty Reduction Strategy 

PaperⅡ、PRSPⅡ）及び国家保健政策（National Health Policy 2009）において推進及
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び普及されることが方針として決定していることからも政策的自立発展性が確保され

る見込みが高い。また、2007 年 1 月に実施された運営委員会（Steering Committee）に

て全国展開することが確認されたものであり、プロジェクト終了後も政策的自立発展性

が確保される見込みが高い。 

② 予算的自立発展性 

連邦及び州政府（シンド州は申請中）において州マスタートレーナー・県トレーナー研

修等を含む NAP を推進するためのプロジェクト実施計画書が承認されている（必要予算

確保済み）。NHIRC は、同プロジェクト実施計画書に基づく NAP 関連事業の終了後、連邦

保健省の付属機関として恒常的な組織となり、DHIS 関連の諸活動は経常予算の下で持続

的に実施される予定である。このように、予算的自立発展性の確保見込みは高い。 

③ 技術的自立発展性 

過去の開発調査におけるパンジャブ州内のパイロット県モデルが部分的ながら他県に

一部波及するなど、DHIS の技術的有効性は「パ」国内でも評価されており、当該モデル

の全国展開を支援する本プロジェクトの技術的自立発展性は高く見込まれる。 

また、DHIS の中核を担う情報システム・ソフトウェアについては、プロジェクト終了後

も日常的なメンテナンスが求められることから、ローカルリソースを活用した整備を自

主的に実施してゆくための十分な配慮を行う。 

5. 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

① 貧困への配慮 

根拠に基づくニーズに即した保健医療サービスの提供により、特に貧困層が主に利用す

る公的な保健医療機関のサービスが改善される。 

② ジェンダーへの配慮 

女性職員が多いとされる一次医療施設への研修活動などにおいて、女性職員の参加を促

す工夫や十分な配慮を行う。 

6. 過去の類似案件からの教訓の活用 

① 2004 年に実施された JICA 開発調査「保健管理情報システム整備計画調査」の経験に基

づき、「パ」側関係機関のオーナーシップ醸成と、様々なステークホルダーとの密なる

調整、最終的なプロジェクト目標を含むプロジェクトデザインの理解促進、双方負担事

項の認識と相互モニタリングなどに留意する。 

② 地域・セクターの相違はあるが研修方法にカスケード方式を採用し、全国展開を実施し

たケニアを初めとする理数科協力案件の教訓は、本プロジェクトの参考にすることが可

能。 

7. 今後の評価計画 

2010 年 12 月頃   中間レビュー調査 （協力中間時） 

2012 年 12 月頃    終了時評価調査（協力終了前 6ヶ月） 

2015 月 7 月頃   事後評価調査 （協力終了後 3年） 
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1地域（連邦直轄部族地域、パキスタン側カシミールの地域、北部地域、イスラマバード連邦首都区）を含   

む 
2地区（連邦直轄部族地域及びイスラマバード連邦首都区内）も含む 
3他国援助機関との役割分担と連携の観点から FATA 及び AJK に対しては、州保健局の州マスタートレーナ

ーに対する研修及び監理・指導のみを実施する。 
 
4活動 1-1 において 2009 年 12 月までに具体的数値／項目を決定 
5上位目標は、プロジェクト終了後、5～10 年後に達成される目標 
6 2009 年 12 月までに具体的数値／項目を決定 
7報告様式内の全ての項目が記入されていること 
8登録簿から報告様式へ正確に記入されていること 
9データが期限までに提出されているということ 
10保健情報システムには、保健医療施設にてデータ収集するもの（施設ベース）と世帯調査等を通じてデ

ータ収集するもの（人口ベース）がある 
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